
 

 

 

 

 
 

 

 

11月 1日、10月 28日に韓国で捕獲された野鳥（オシドリ）より

高病原性鳥インフルエンザ（H5N1亜型）が検出されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎韓国では、９月以降、野鳥の糞便から H5亜型の低病原性鳥インフルエンザ

ウイルスを複数例確認。 

◎アジア、欧州等においては、野鳥及び家きんにおける感染を継続的に確認。 

◎我が国へ飛来する渡り鳥が本病のウイルスを保有する可能性は高く、今シー

ズンにおいても厳重な警戒が必要です。 

これらの状況を踏まえ、鳥インフルエンザウイルスの農場への侵入防止の

ため、飼養衛生管理基準の遵守を再度確認し、防疫対策を徹底しましょう。 
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10月 2８日に忠清南道天安
チョナン

市（下図★印）で捕獲され 

た野鳥（オシドリ）が、H5N1亜型の高病原性鳥インフル 

エンザに感染していることを確認 

➡ 韓国では７か月ぶりとなる 

野鳥での検出！！ 
 

概要 

農場への鳥インフルエンザウイルスの侵入を防止する
ため、飼養衛生管理基準の遵守について、再確認して

ください！！ 

 

裏面もご覧ください 



★農場への侵入防止のため､飼養衛生管理基準の遵守

状況について、再度点検を行い、防疫対策の徹底をお

願いします。 

≪予防対策のポイント≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

飼っている鶏を毎日観察し、異常を発見した 

場合は、すぐに家保までご連絡ください！ 

 

最上家畜保健衛生所   
電話：０２３３－２９－１３５７                

（休日・夜間も対応）   

 

家きん舎 

衛生管理区域 


